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別紙 

「携帯電話の番号ポータビリティのあり方について」に対する意見 

 
１．番号は、誰に帰属するものかを整理する必要がある。 
 米国においても番号ポータビリティは、すでに実施されているが、番号は利用者に帰属す

ることを前提に整理がされている。これは非常に重要な前例であり、ＣＤＥの事業者コード

の利用方法を考え直すことを意味している。今回、番号ポータビリティを実施するには、ま

ず、この番号は誰に帰属するものかを明らかにして番号体系を整理する必要がある。 
 
２．「携帯電話」の定義を明確にする。 

「携帯電話」の定義は、議事録､検討会資料を読む限り、不明確である。弊社は、携帯電話

は、そもそも、固定電話の対極にある概念であることを勘案すると移動電話全般を本件にお

いては表すものと解釈し議論をすべきであると考える。 
 
３．番号ポータビリティは、11桁の番号体系、全てを範囲として実施する。 

現状､携帯電話の番号は、０９０、０８０で始まる 11 桁の番号体系である。ユーザーの視
点で見たときには、番号を見ただけで、第 2世代か第 3世代かを区別することは出来ない仕
組みになっている。従って、番号を移行するパターンは、第 2世代､第 3世代を区別せず、移
行できることが望ましい。また、この移行の範囲を拡大し、０５０番号等のほかの１１桁番

号についても同様に移行できるようにする必要がある。 
 

４．全ての携帯電話事業者間で実施する。 
番号ポータビリティに参加する事業者は､全ての携帯電話事業者を対象にすべきであり、参

加しない事業者がいることは望ましくない。また、第 3世代携帯電話事業者として､今後、Ｔ
Ｄ－ＣＤＭＡ等へ弊社等新たな事業者の参入が考えられるが、これらの新規参入事業者も番

号ポータビリティ実施に含める必要がある。 
 

５．移転先番号案内サービス等は、番号ポータビリティ導入の過渡的サービスと位置付ける。 
ユーザーの利便性を念頭においた場合、番号ポータビリティの実施を前提に議論する必要

がある。しかし、これを実施するには期間を要するため、過渡的なサービスとして、移転先

番号案内サービス等の既に一部の事業者内で行っているサービスを他事業者間にも拡大して

行うことは重要である。また､このサービスは、ユーザーの希望で番号が変更になった場合に

も有効なサービスであり、他事業者にスイッチした場合にも対応できるようにする必要があ

る。 
 



６．費用負担は、受益者負担を原則に慎重に検討することを要望する。 
受益者負担の原則により、慎重に検討する必要がある。従って、携帯電話の保有者（受信

者）、発信者（固定電話等携帯電話に発信できる全ての電話）、携帯電話事業者（加入、解約

両事業者）の関係する全ての者が負担する必要がある。但し、携帯電話保有者の初期負担は、

現行契約時の事務手数料金以下に設定することが、利用障壁を下げ番号ポータビリティ利用

の促進につながると考えられる。 
 

７．メールアドレスのポータビリティは、慎重に検討し実施することを希望する。 
音声サービスと違い、メールを利用するサービスは、動画添付メール等のように事業者ご

とに特色があり、今後この傾向はさらに拡大することが予想される。これを、ドメインも含

めてポータビリティすることは、意に反して､混乱を招く恐れもあり、慎重に検討することが

重要であるとの検討会の意見であるが、音声サービスが徐々にデータ通信（メール含む）に

移行している現状から考えると、実施することを前提に検討し、早急に実施することを期待

する。 
 
８．導入までの期間をできるだけ短縮する。 

方針確定から、実施までの期間目標を 1年程度に設定し、早急に実施することを期待する。 
 
９．導入する場合の判断要因は、公正競争確保の観点を重視する。 

新規事業者が、顧客を新規に確保する上で大きな障害となりうる番号変更の問題を解決す

ることは、公正競争確保の観点から重要であり、導入費用の額にこだわらず実施すべきであ

る。 
 

以 上 


